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1. はじめに 

本資料は，東海低レベル放射性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物

埋設事業許可申請における第二種廃棄物埋設施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則（以下「第二種埋設許可基準規則」という。）

及び第二種廃棄物埋設施設の位置，構造及び設備の基準に関する規

則の解釈（以下「第二種埋設許可基準解釈」という。）への適合性を

示すものである。 

第二種埋設許可基準規則及 び 第二種埋設許可基準解釈の 要 求 事

項 を 第 1 表 に 示 す 。  
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第 1 表 第二種埋設許可基準規則及び第二種埋設許可基準解釈の記載事項 

第二種埋設許可基準規則記載事項 第二種埋設許可基準解釈記載事項 

（地震による損傷の防止） 

第四条 廃棄物埋設施設は，地震力に

十分に耐えることができるもので

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の地震力は，地震の発生によ

って生ずるおそれがある廃棄物埋

設施設の安全性を確保するために

必要な機能の喪失に起因する放射

線による公衆への影響の程度に応

じて算定しなければならない。 

 

 

 

第４条（地震による損傷の防止） 

１ 第１項に規定する「地震力に十分に耐える」とは，ある地震力

に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされること

をいう。この場合，上記の「弾性範囲の設計」とは，施設を弾性体

とみなして応力解析を行い，施設各部の応力を許容限界以下に留

めることをいう。また，この場合，上記の「許容限界」とは，必ず

しも厳密な弾性限界ではなく，局部的に弾性限界を超える場合を

容認しつつも施設全体としておおむね弾性範囲に留まり得ること

をいう。 

 

２ 第２項に規定する「地震の発生によって生ずるおそれがある廃

棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機能の喪失に起因

する放射線による公衆への影響の程度」とは，地震により発生す

るおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な

機能（以下「安全機能」という。）の喪失（地震に伴って発生する

おそれがある津波及び周辺斜面の崩壊等による安全機能の喪失を

含む。）及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点

から，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以

下「耐震重要度」という。）をいう。廃棄物埋設施設は，耐震重要

度に応じて，以下のクラスに分類するものとする。 

一 Ｂクラス 

自ら放射性物質を内蔵している施設若しくは当該施設に直接

関係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する

可能性のある施設又は地震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するために必要となる施設であっ

て，その破損により公衆に与える放射線の影響が事業規則第１
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第二種埋設許可基準規則記載事項 第二種埋設許可基準解釈記載事項 

条の２第２項第９号に規定する「周辺監視区域」外における年間

の線量限度に比べ十分小さいものでないものをいう。 

二 Ｃクラス 

廃棄物埋設施設のうち，Ｂクラスに属する施設以外の一般産

業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設をいう。 

 

３  第 １ 項 に 規 定 す る「 地 震 力 に 十 分 に 耐 え る こ と 」を 満 た す

た め に ，廃 棄 物 埋 設 施 設 の 耐 震 設 計 に 当 た っ て は ，以 下 の 方

針 に よ る こ と 。  

一  静 的 地 震 力 に 対 し て お お む ね 弾 性 状 態 に 留 ま る 範 囲 で 耐

え る こ と 。  

二  廃 棄 物 埋 設 地 と 廃 棄 物 埋 設 地 の 附 属 施 設 の う ち 建 物 ・ 構

築 物 に つ い て は ， 常 時 作 用 し て い る 荷 重 及 び 操 業 中 に 作 用

す る 荷 重 と 静 的 地 震 力 を 組 み 合 わ せ ， そ の 結 果 発 生 す る 応

力 に 対 し て ， 建 築 基 準 法 等 の 安 全 上 適 切 と 認 め ら れ る 規 格

及 び 基 準 に よ る 許 容 応 力 度 を 許 容 限 界 と す る こ と 。  

三  廃 棄 物 埋 設 地 の 附 属 施 設 の う ち 機 器・配 管 系 に つ い て は ，

操 業 中 の 荷 重 と 静 的 地 震 力 を 組 み 合 わ せ ， そ の 結 果 発 生 す

る 応 力 に 対 し て ， 応 答 が 全 体 的 に お お む ね 弾 性 状 態 に 留 ま

る こ と 。  

 

４  第 ２ 項 に 規 定 す る「 地 震 力 」の 算 定 に 当 た っ て は ，「 実 用 発

電 用 原 子 炉 及 び そ の 附 属 施 設 の 位 置 ，構 造 及 び 設 備 の 基 準 に

関 す る 規 則 の 解 釈 」（ 原 規 技 発 第 １ ３ ０ ６ １ ９ ３ 号（ 平 成 ２ ５

年 ６ 月 １ ９ 日 原 子 力 規 制 委 員 会 決 定 ））（ 以 下「 実 用 炉 設 置 許

可 基 準 解 釈 」 と い う 。） 第 ４ 条 ４ の 方 法 を 準 用 す る こ と 。  
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2. 基本的考え方 

廃棄物埋設地は，次に示す内容に基づき設置する。 

・廃棄物埋設地は，地震により大きく破損した場合の周辺監視区域外に

おける公衆に与える放射線影響評価結果により，「第二種埋設許可基

準解釈」に基づき耐震重要度クラスを分類し，それに応じた耐震設計

を行う。 

・廃棄物埋設地は，地震発生に伴う地殻変動によって生じる支持地盤の

傾斜及び撓み，並びに廃棄物埋設地の不等沈下，液状化及び揺すり込

み沈下等の周辺地盤の変状により，その安全性が損なわれるおそれ

がない地盤に設置する。 

・廃棄物埋設地は，将来活動する可能性のある断層等の露頭がない地盤

に設置する。 

・廃棄物埋設地は，自重及び操業時の荷重等に加え，耐震重要度クラス

に応じて算定する地震力が作用した場合においても，十分に支持性

能を有する地盤に設置する。 

 

  



5 

3. 評価の考え方 

3.1 第四条第１項に対する設計の考え方 

(1) 要求事項 

１ 廃棄物埋設施設は，地震力に十分に耐えることができるものでなければ

ならない。 

 

(2) 評価方針 

第二種埋設許可基準解釈第４条第１項に基づき，廃棄物埋設施設は，地震

力に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされることを確認す

る。  

 

(3) 評価の考え方 

廃棄物埋設地には，地表上部に弾性体の対象となる建屋及び構造物を設置

しないため，弾性範囲の設計は不要と考えるが，地表上面に施工する最終覆

土を含めた施設全体が崩れた場合は，必要な機能の喪失に起因する放射線に

よる公衆への影響が考えられるため，最終覆土を含めた廃棄物埋設地のすべ

り安定性の確認を行う。 
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3.2 第四条第２項に対する評価の考え方 

(1) 要求事項 

２ 地震力は，地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物埋設施設の安

全性を確保するために必要な機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度に応じて算定しなければならない。 

 

(2) 評価方針 

第二種埋設許可基準解釈第４条第１項に基づき，廃棄物埋設施設は，耐震

重要度に応じて，分類するものとする。  

 

(3) 評価の考え方 

地震の発生によって生ずるおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保す

るため，必要な機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響を評価する。 
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4. 耐震重要度の設定 

第二種埋設許可基準規則第四条第 2 項では，地震力は，地震の発生

によって生ずるおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保するため

に必要な機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応

じて算定することが要求されている。 

また，第二種埋設許可基準解釈第 4 条第 2 項にて，地震により発生

するおそれがある廃棄物埋設施設の安全性を確保するために必要な機

能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への影響を防止する観点か

ら，各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度（以下「耐

震重要度」という。）に応じて，廃棄物埋設施設をクラスに分類する

ことと記載されている。 

上記の要求事項から，地震の発生に伴い廃棄物埋設施設に必要な機

能が喪失した場合の影響評価を実施する。 

 

4.1 廃棄物埋設施設の必要な機能喪失時の影響評価 

廃棄物埋設施設に必要な機能である「移行抑制の機能」及び「遮蔽

の機能」が喪失した場合の影響評価を実施した。 

 

4.2 影響評価シナリオ 

廃棄物埋設地で発生する事故・異常については，「東海低レベル放射

性廃棄物埋設事業所 第二種廃棄物埋設事業許可申請書」（以下「事業

許可申請書」という。）の添付書類七「異常時の放射線障害防止に関す

る評価」にて，網羅的に選定した事故・異常の事象ごとに発生の可能

性を検討し，その結果に基づき選定された事象について評価している。 

よって，廃棄物埋設地が地震等の発生により機能が喪失した場合の
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評価については，「事業許可申請書」の添付書類七「異常時の放射線障

害防止に関する評価」にて選定された事故・異常の事象のうち，地震

等の発生の影響による事象について評価を実施した。 

選定した事象について，埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日

から埋設の終了までの間の評価シナリオを第 2 表に，埋設の終了から

廃止措置の開始の日の前日までの間の評価シナリオを第 3 表に示す。 

なお，事故・異常の事象の選定については，第二種埋設許可基準規

則第九条への適合性を説明する際に詳細を説明する。 

 

4.3 評価モデル 

評価モデルについては，「事業許可申請書」の添付書類七「異常時の

放射線障害防止に関する評価」にて使用した評価モデルとした。 

なお，評価モデルは，第二種埋設許可基準規則第九条への適合性で

説明する。 

 

4.4 評価パラメータ 

評価パラメータについては，「事業許可申請書」の添付書類七「異常時

の放射線障害防止に関する評価」にて使用した評価パラメータとした。 

なお，評価パラメータは，第二種埋設許可基準規則第九条への適合

性で説明する。 

 

4.5 評価結果 

埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日から埋設の終了までの間

において地震等が発生した場合の評価結果を第 4 表に，埋設の終了か

ら廃止措置の開始の日の前日までの間において地震等が発生した場合



9 

の評価結果を第 5 表に示す。 

廃棄物埋設施設は，地震の発生に伴い期待する機能が喪失した場合

を想定しても，地震等の発生によって生ずるおそれがある機能の喪失に

起因する放射線による公衆への影響は，周辺監視区域外における年間の

線量限度に比べ十分小さいことを確認した。 

 

4.6 まとめ 

以上のことから，地震等が発生した場合の影響は十分小さいため，  

「第二種埋設許可基準解釈」に基づき，廃棄物埋設地の耐震重要度は

Ｃクラスとする。 
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第 2 表 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日から埋設の終了まで

の間において廃棄物埋設地が事故・異常の発生により影響を受

けた場合の評価シナリオ 

評価事象 評価対象 

誤操作等により取扱い中の廃棄物が落下する事象 × 

地震により定置した廃棄物の上に移動式クレーンが 

落下する事象 
○ 

地震による地盤の液状化により定置

した全ての廃棄物が沈下する事象 

海産物摂取 ○ 

海岸活動 ○ 

津波により廃棄物埋設地が冠水する

事象 

海産物摂取 ○ 

海岸活動 ○ 

津波により放射性物質が海に移行す

る事象 

海産物摂取 ○ 

海岸活動 ○ 

森林火災により容器等が燃焼し放射性物質が飛散する

事象 
× 

 

第 3 表 埋設の終了から廃止措置の開始の日の前日までの間において廃

棄物埋設地が事故・異常の発生により影響を受けた場合の評価

シナリオ 

評価事象 評価対象 

地震により最終覆土が崩れる事象 ○ 

地震による地盤の液状化により全て

の廃棄物が沈下する事象 

海産物摂取 ○ 

海岸活動 ○ 

津波により廃棄物埋設地が冠水する

事象 

海産物摂取 ○ 

海岸活動 ○ 
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第 4 表 埋設する放射性廃棄物の受入れの開始の日から埋設の終了ま

での間において地震等が発生した場合の評価結果 

評価事象 線量評価 

地震により定置した廃棄物の上に移動

式クレーンが落下する事象 
 1.9×10０（μSv／回） 

地震による地盤の液状化により定置した全ての廃棄物が沈下する事象 

 海産物摂取シナリオ（液状化浸漬）  9.1×10０（μSv／年） 

 海岸活動シナリオ（液状化浸漬）  1.8×10－５（μSv／年） 

津波により廃棄物埋設地が冠水する事象 

 海産物摂取シナリオ（津波浸漬）  1.2×10１（μSv／年） 

 海岸活動シナリオ（津波浸漬）  2.4×10－５（μSv／年） 

津波により放射性物質が海に移行する事象 

 海産物摂取シナリオ（津波流出）  5.1×10－１（μSv／年） 

 海岸活動シナリオ（津波流出）  4.4×10－１（μSv／年） 

 

第 5 表 埋設の終了から廃止措置の開始の日の前日までの間において

地震等が発生した場合の評価結果 

評価事象 線量評価 

地震により最終覆土が崩れる事象  5.9×10０（μSv／年） 

地震による地盤の液状化により全ての廃棄物が沈下する事象 

 海産物摂取シナリオ（液状化浸漬）  9.1×10０（μSv／年） 

 海岸活動シナリオ（液状化浸漬）  1.8×10－５（μSv／年） 

津波により廃棄物埋設地が冠水する事象 

 海産物摂取シナリオ（津波浸漬）  1.2×10１（μSv／年） 

 海岸活動シナリオ（津波浸漬）  2.4×10－５（μSv／年） 
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5. 廃棄物埋設地のすべり安定性の確認 

第二種埋設許可基準規則第四条第 1 項では，廃棄物埋設施設は，地

震力に十分に耐えることができるものでなければならないことが要求

されている。 

また，第二種埋設許可基準解釈第 4 条第 1 項にて，廃棄物埋設施設

は，地震力に対して施設全体としておおむね弾性範囲の設計がなされ

ることを確認することと記載されている。 

上記の要求事項から，廃棄物埋設地の静的地震力を作用させた円弧

すべりを評価し，安定性を確認する。 

 

5.1 廃棄物埋設地のすべり安定性の対象範囲 

廃棄物埋設地は，地上部に弾性体の対象となる建屋及び構造物がな

いため，弾性範囲の設計は不要と考えるが，地表上面に施工する最終

覆土が崩れた場合は，移行抑制及び遮蔽の機能喪失に起因する放射線

による公衆への影響が考えられる。このため，最終覆土及び原地盤を

すべり安定性の対象範囲として設定した（du 層：第 1 図参照）。 

なお，原地盤のうち，du 層より下層の地盤については，第二種埋設

許可基準規則第三条の適合性で評価しているため，対象から除外した。 

 

 
第 1 図 すべり安定性の対象範囲 
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5.2 評価対象断面の選定 

評価断面位置の選定に当たっては，法面のすべり安定性評価が保守的

となるよう，原地盤から最終覆土表面までの高さが最大となる断面を選

定した。評価断面位置を第2図に示す。 

 

第2図 評価断面位置図 

 

5.3 解析方法 

最終覆土の法面について，静的な地震力を考慮した円弧すべり法によ

り解析を行う。すべり計算には解析コード「COSTANA（version 17.1G）」

を使用する。 

 

 

 

北側覆土断面 
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5.4 解析モデルの考え方 

最終覆土は低透水の土壌で設計することにしているが，モデル化に際

しては，計算結果が保守的となるように廃棄物埋設地の原地盤及び最終

覆土の物性値は，共にdu層の数値を用いて計算する。 

 

5.5 荷重条件 

・地震時荷重 

水平地震力について，実用炉設置許可基準解釈4条4の方法を準用す

ることとの記載があることから，実用炉設置許可基準解釈の別記2に基

づき，評価に用いる地震力は，静的地震力とし，水平地震力K=1.0Co

（Co=0.2）※とする。 

※：水平荷重算定時は，地震時せん断応力比の深さ方向の低減係数を考慮する。 

・上載荷重 

最終覆土の上面は，建設作業重機等の重量物が常時載ることはない

が，保守的な計算結果になるように，上載荷重として10kN/m２を考慮す

る。 

※：道路土工 仮設構造物工指針（日本道路協会）から，山留めの設計において，

上載荷重を考慮する。 

 

5.7 円弧すべりの解析結果 

耐震重要度Ｃクラス相当の地震力による法面のすべり安定性の確認

を実施し，安全率の基準値である1.0を上回っていることを確認した。 

以上から，廃棄物埋設地は，地震力に十分に耐えることが確認できた

ため，第二種埋設許可基準規則第四条に適合していると考える。 
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6. 廃棄物埋設地周辺における地震の発生状況 

  過去の被害地震として，「日本被害地震総覧」（1）及び「気象庁地震カ

タログ」（2）に記載されている被害地震のうち，敷地からの震央距離が

200km 程度以内の被害地震の震央分布を示したものを第 5 図に示す。

ここで，地震の規模及び震央位置は，1884 年以前の地震については「日

本被害地震総覧」を，1885 年以降 1922 年までの地震については「宇

津カタログ（1982）」（3）を，さらに，1923 年以降の地震については「気

象庁地震カタログ」を基本的に用いている。 

  また，第 1 図に示した過去の被害地震について，村松（1969）（4）及

び勝又他（1971）（5）による地震の規模及び震央距離と震度との関係か

ら敷地での震度を推定したものを第 6 図に示す。 

  第 1 図によれば，敷地からの震央距離が約 100km 以内の範囲では，Ｍ

8 以上の地震は発生していない。また，第 2 図によれば，敷地周辺で推定

される最大震度の地震は，1930 年の茨城県北部を震源とする地震であり，

震度はⅥ程度（現在の気象庁震度階級では，6 弱）である。なお，敷地か

らの震央距離が 200km 以上離れている東北地方太平洋沖地震では，東海

村で震度 6 弱を記録している。  
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※年号は，敷地での震度Ⅴ程度以上の地震を示す 

第 5 図 敷地周辺における過去の被害地震の震央分布図 
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※年号は，敷地での震度Ⅴ程度以上の地震を示す 

第 6 図 敷地周辺の被害地震のマグニチュード－震央距離 
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